
令和 5年度（第３3期）事業計画書 

 

１．事業活動方針 

   長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度も多くの事業が中止となった。 

  本年度はウィズコロナ・ポストコロナ時代に向けての環境変化を受け、法人会の統一理

念の下、前年度における事業活動の課題等を踏まえ、税務当局との連携強調を図り、税

に関する活動をはじめとして地域企業・社会の健全な発展に貢献する活動に取り組み、

法人会の社会的地位の向上や存在感のある法人会の確立を図っていくこととする。 

 公益法人としての使命である「民による公益の増進」に努めるとともに、会員ニーズ

に合わせ、公益事業についても積極的な展開により会員加入推進施策に結び付ける等、

法人会活動の円滑な運営に努めてまいります。 

 

２．事業計画 

 Ⅰ．公益関係 

   （１）税の啓発活動 

      ・租税教育活動の実施 

        将来を担う子供たちに税の仕組み・大切さを理解してもらうと共に、税の 

        使われ方にも興味を持ってもらい国や地域社会を愛する気持ちを醸成させ 

        ていくための活動を展開する。 

        （１）一日租税教室の実施 

        （２）租税教室の開催（市内小学校） 

      ・広報誌・ホームページによる税の情報発信 

        公益法人制度改革を踏まえ、広く一般に対し税の啓発に資する広報活動を 

        展開する。併せて法人会のイメージアップ・知名度向上や会員増強を図る 

        為の広報活動の充実に努める。 

        （１）消費税の「期限内納付推進運動」並びに「ｅ－Ｔａｘ」の普及推進 

           のためのＰＲ活動の展開 

            スローガンとして、会員企業の利用率９０％を目指す。 

        （２）法人会広報誌「城下町」第 13号の発行 

 

   （２）税制提言活動 

       「今後望ましい税制のあり方」を基本テーマに中小企業の活性化に資する税 

       制をはじめ、税のオピニオンリーダーとして将来を展望した建設的な提言に 

       努める。 



        中小企業の立場において税制改正に関する要望等をとりまとめ、県法連、 

       中法連、全法連へ上申すると共に、税務行政に対する要望・意見等を関係当 

       局に陳情・具申し、その実現に努める。 

 

   （３）経営支援活動 

      ・税法・税務を中心とした研修会はもちろんのこと、政治、経済に関する時局 

       講演会の開催。 

      ・企業経営の健全化を図る為の各種セミナー、さらには自己研鑽・健康や“生 

       きがいづくり“など各種研修会の開催や、それらに関する参考図書の斡旋・ 

       配布を実施する。 

        尚、「公共性」をより一層高めるため、広く一般市民をも対象とした研修・ 

       講演会を展開する。 

 

   （４）地域発展活動 

       地域社会との「共生」を目指し、公共性を一層高めることに留意しながら地 

       域社会に貢献する活動を展開する。 

           ・備中高梁駅「花いっぱい活動」の実施（女性部会） 

           ・市民講習会・講演会の開催 

           ・その他地域の実情に即した社会貢献活動の実施 

           ・地域イベント等への協賛 

 

 Ⅱ．共益関係 

   （１）福利厚生事業 

       法人会の福利厚生制度を取巻く環境はますます厳しさを増しているが、引き 

       続き協力三社との連携を強化し福利厚生制度の円滑な運営と財政基盤の強化 

       を図る。 

           ・福利厚生制度推進会議の開催 

           ・支部単位での紹介運動の実施 

 

   （２）会員支援事業 

       会員相互の親睦・交流事業の実施 

       全国大会等への参加 

 

   （３）会員増強活動 

       各支部挙げての積極的な会員増強を推進すると共に会員の退会防止策につい 



       てより効果的な対応策を検討・実施する。 

 

   （４）支部等事業 

      ・支部組織の活性化と充実強化 

      ・支部単位での地域に根ざした社会貢献活動の実施 

      ・支部単位での会員懇談会・研修会等の開催 

 

   （５）青年・女性部会活動 

     ○青年部会 

      ・租税教育活動の研究と実施 

        イ．全国・県の大会等で他の法人会青年部が実施する租税教育活動の視察・ 

          研究を行う。 

        ロ．租税教室の講師養成講座の開催 

      ・県連事業等への参画 

      ・部会員相互の親睦と交流事業の実施 

      ・部会員増強に向けての積極的な展開 

 

     ○女性部会 

      ・「税の絵はがきコンクール」の実施 

      ・県連事業等への参画 

      ・部会員相互の親睦と交流事業の実施 

      ・部会員増強に向けての積極的な展開 

 

 Ⅲ．管理関係 

   （１）諸会議の開催 

      ・総会の開催 

      ・理事・監事会の開催 

      ・青年部会・女性部会・支部会議の開催 

      ・その他必要な会議の開催 

 

   （２）そ の 他 

      ・高梁地区租税教育推進協議会への参画 

      ・全法連・中法連・県法連等上部団体との連携と会議・研修会等への参加 


